平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、財団法人但馬ふるさとづくり協会（以下｢協会｣という。）が岸田川流域において河川・水質環境保全活動の普及・促進を図るとともに、人と川の豊かな共生関係を進めるため、岸田川サケ回帰促進事業（以下「促進事業」という。）を営む者（以下｢促進事業者｣という。）に対して、促進事業助成金（以下「助成金」という。）を交付するに当たり必要な事項を定める。

（助成対象活動）

第２条　協会は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までに行われる促進事業者の促進事業に対して助成金を交付する。
２　助成対象促進事業は、サケが遡上する清流岸田川としての美しい河川環境イメージづくりなど河川・水質環境保全運動の普及・促進を目的としたサケの稚魚放流に関わる活動とする。

（助成金の額）

第３条　協会は、予算の範囲内において、促進事業者の促進事業に要する経費の一部を助成する。

２　助成金の額は、２５万円を限度とする。ただし、助成対象経費支出合計額が５０万円未満のときは、助成対象経費支出合計額の１／２を越えない額とし、１，０００円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
（助成金の交付申請）

第４条　促進事業者は、助成金交付申請書（様式第１号）及びその添付書類を協会の指定する期日までに協会に提出しなければならない。

（助成金の交付決定）

第５条　協会は、前条の規定に基づき申請があったものについて、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、助成金の交付の可否を決定する。

２　協会は、助成金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により促進事業者に通知する。

３　協会は、前２項の規定により交付決定をしたときは、速やかに協会のホームページ等により公表するものとする。
（助成金の請求）

第６条　前条の規定により助成金交付決定の通知を受けた促進事業者は、速やかに助成金交付請求書（様式第３号）を協会に提出しなければならない。

（助成金の交付）

第７条　協会は、前条の請求書を受理してから、３０日以内に助成金を交付する。
（促進事業の内容変更）

第８条　促進事業者が行う促進事業の内容を変更しようとするときは、促進事業内容変更承認申請書（様式第４号）を協会に提出しなければならない。

２　協会は、前項の申請書を承認すべきものと認めたときは、その旨を促進事業内容変更承認通知書（様式第５号）により促進事業者に通知する。

（助成金の調査及び実績報告）

第９条　協会は、促進事業について調査し、又は必要な報告を求めることができる。

２　促進事業者は、促進事業が完了したときは、１ヶ月以内に促進事業実績報告書（様式第６号）及びその添付書類を協会に提出しなければならない。

（助成金の交付決定の取消し）

第１０条　協会は、促進事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

（1） この要綱の規定に違反したとき。

（2） 助成金を促進事業以外の用途に使用したとき。

（3） 助成金の交付を受けた促進事業が実施されなかったとき。

（4） その他協会が特に必要と認めたとき。

２　協会は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を助成金交付決定取消通知書（様式第７号）により促進事業者に通知する。

（助成金の返還）

第１１条　協会は、前条の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しにかかる部分に関して既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を促進事業者に命ずることができる。

（帳簿の備付け）

第１２条　促進事業者は、促進事業にかかる収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え付けなければならない。

（監査）

第１３条　協会は、必要があると認めるときは、促進事業者に対して経理及び促進事業の内容等について、協会が別に定める監査実施要綱に基づき監査することができる。

（補則）

第１４条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
　　　附　則

　この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

様式第１号（第４条関係）

平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付申請書

平成　　年　　月　　日

財団法人但馬ふるさとづくり協会理事長　様

　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　促進事業者名

　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　(印)
　平成２２年度において、岸田川サケ回帰促進事業を実施したいので、平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請いたします。

記

１．岸田川サケ回帰促進事業実施計画書

	事業の名称
	

	事業の概要
	

	実施期日
	


	実施場所
	
	参加人数
	

	実施主体
	

	そ　の　他
	

	連　絡　先
	


２．収支予算書

（１）収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	科　目
	予　算　額
	説　明

	助　成　金
	
	但馬ふるさとづくり協会助成金

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合　計
	
	


（２）支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	科　目
	予　算　額
	説　明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　合　計
	
	


３．添付書類

（1） 会則

（2） 会員名簿
（3） その他参考資料（総会資料など）
様式第２号（第５条第２項関係）

平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付（不交付）決定通知書

財但協第　　　　　　号
平成　　年　　月　　日

岸田川漁業協同組合

代表理事組合長　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人但馬ふるさとづくり協会理事長(印)
　平成　　年　　月　　日付で申請のあった岸田川サケ回帰促進事業については、下記のとおり決定したので、平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付要綱第５条第２項の規定により通知します。

記

１．次のとおり交付します。

1 助成金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
2 交付条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．次の理由により交付できません。

　　　　（不交付の理由）
様式第３号（第６条関係）

平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付請求書

平成　　年　　月　　日

財団法人但馬ふるさとづくり協会理事長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　促進事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　(印)
　平成　　年　　月　　日付財但協第　　号で交付決定のあった岸田川サケ回帰促進事業について、平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付要綱第６条の規定により下記のとおり交付願いたく請求します。

記

１　助成事業名　　　　平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業

２　助成金請求金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	振込先金融機関名
	　　　　　　銀　　　　行
　　　　　　信用金庫
　　　　　　農業協同組合
	支店

	預金種別
	普　通 ・ 当　座

	口座番号
	

	口座名義
	(フリガナ)

	
	


※口座名義等は正確に記入すること。
様式第４号（第８条第１項関係）

平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業内容変更承認申請書

平成　　年　　月　　日

財団法人但馬ふるさとづくり協会理事長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　促進事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

　平成　　年　　月　　日付財但協第　　号で交付決定のあった岸田川サケ回帰促進事業の内容を変更したいので承認くださるよう、平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付要綱第８条第１項の規定により申請します。

記

1． 助成事業名　平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業

2． 助成事業の変更理由
3． 助成事業の変更内容
4． 変更承認申請による増減額
（単位：円）

	区　　分
	既交付決定額
	変更承認申請額
	増（減）額

	助成対象経費
	
	
	

	 eq \o\ad(助成金の額,　　　　　　)
	
	
	


様式第５号（第８条第２項関係）

平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業内容変更承認通知書

財但協　第　　　　　号
平成　　年　　月　　日

岸田川漁業協同組合

代表理事組合長　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人但馬ふるさとづくり協会理事長(印)
　平成　　年　　月　　日付で内容変更承認申請のあった岸田川サケ回帰促進事業について、平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付要綱第８条第２項の規定により、下記のとおり承認することに決定しましたので通知します。

記

１　助成事業名　　平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業

２　助成事業の変更内容
３　変更承認申請による増減額
（単位：円）

	区　　分
	既交付決定額
	変更承認申請額
	増（減）額

	助成対象経費
	
	
	

	助成金の額
	
	
	


４　交付条件等
様式第６号（第９条第２項）

平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業実績報告書

平成　　年　　月　　日

財団法人但馬ふるさとづくり協会理事長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　促進事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　(印)
　平成　　年　　月　　日付財但協第　　号で交付決定のあった岸田川サケ回帰促進事業を実施したので、平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付要綱第９条第２項の規定により、次のとおり関係書類を添えて実績を報告します。

記

１．平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業実績報告書
	事業の名称
	

	事業の概要
	

	実施期日
	

	実施場所
	
	参加人数
	

	実施主体
	

	そ　の　他
	

	連　絡　先
	


２．収支決算書
（１）収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	科　目
	決　算　額
	説　明

	助　成　金
	
	但馬ふるさとづくり協会助成金

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合　計
	
	


（２）支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	科　目
	決　算　額
	説　明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　合　計
	
	


※領収書又は促進事業者が原本証明をした領収書の写しを必ず添付すること。
３．添付書類

（１）事業記録書

（２）作業記録書

（３）採捕・採卵記録書

（４）記録写真集

（５）新聞・広報誌記事等
様式第７号（第１０条第２項関係）

平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付決定取消通知書

財但協第　　　　　　号

平成　　年　　月　　日

岸田川漁業協同組合

　代表理事組合長　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人但馬ふるさとづくり協会理事長(印)
　平成　　年　　月　　日付財但協第　　号にて交付決定した岸田川サケ回帰促進事業について、次の理由により助成金交付決定を取消しますので、平成２２年度岸田川サケ回帰促進事業助成金交付要綱第１０条第２項の規定により通知いたします。

記

１　取消しの理由

２　取消しにかかる交付決定額　　　　　　　　　　　　　　円

